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11 月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。 
 

働き方改革において、長時間労働の是正は推進すべき重要な取組です。 

労働基準法改正により、大企業には平成 31 年 4 月 1 日から、中小企業には令和

2 年 4 月 1 日から、罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されており、大企業・

親事業者（以下「大企業等」という。）による自社の時間外労働を減らす取組が、下

請事業者に対して、短納期発注や急な仕様変更、人員派遣の要請などを、適正な

コスト負担を伴わない形で行うといった「しわ寄せ」が生じることが懸念されます。また、

新型コロナウイルス感染症の影響による「しわ寄せ」も懸念されるところです。 

大企業等における労働時間削減の取組が、中小企業への「しわ寄せ」となり、中小

企業における労働時間削減の妨げとなることは防止しなければなりません。 

これらのことから、宮城労働局（局長 毛利 正）では、11 月に 

「しわ寄せ」防止キャンペーン月間 

を実施し、「過重労働解消キャンペーン」と併せ、以下の対応を集中的に実施しま

す。 

なお、１１月については、「過労死等防止啓発月間」として、「過重労働解消キャン

ペーン」を実施し、長時間労働の是正に向けた重点的な取組を行うこととしています。 

 

１ 実施期間 

令和２年 11 月１日（日）から 11 月 30 日（月） 

 

２ 実施事項 

（１）あらゆる機会を通じた周知 

説明会や集団指導の場等を活用し、長時間労働の削減等の過重労働解消と

併せ、「しわ寄せ」防止の取組に関する周知・啓発を行うとともに、リーフレット及び

ポスターを使用者団体、労働組合、地方公共団体、関係機関等に対して配布す

る。 

「しわ寄せ」防止の趣旨等について、ホームページ、地方公共団体の広報紙の

活用等により、国民一般に対する周知・啓発を行う。 
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（２）「しわ寄せ」防止に向けた要請等の実施 

ア 使用者団体等への要請 

  使用者団体及び労働組合に対して、長時間労働の削減等に伴う下請等中

小事業者への「しわ寄せ」防止の取組等が実施されるように、協力要請を行う。 

イ 大企業等への働きかけ 

 大企業等を労働局職員が訪問した際に、「しわ寄せ」防止について要請を行う。 

 

（３）大企業の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報の提供 

ア 「しわ寄せ」相談・情報の提供 

  労働局（雇用環境・均等室・監督課）及び労働基準監督署において、「しわ寄

せ」に関する相談に対応し、「しわ寄せ」に関する情報を把握した場合は、経済産

業局へ情報提供を行う。 

 イ 通報制度の的確な運用 

 労働基準法関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請法

等違反が疑われる事案について、厚生労働省から公正取引委員会・中小企業

庁に通報する制度の運用を厳格に行う。 

 










